
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③居住促進区域内・都市機能誘導区域内 届出フロー 

届出は行為着手の 30日前に提出 

 

誘導施設 

・病院   ・図書館 

・百貨店  ・情報センター 

・市役所  ・美術館、博物館 

中心部地区  

誘導施設 

・病院 

鹿沼駅周辺地区 

届出が必要 

（様式第 21） 

「届出の手引き」P9参照 

上記誘導施設の休廃止を行う 

はい いいえ 

届出不要 

届出が必要 

（様式第 21） 

「届出の手引き」P9参照 

はい いいえ 

はい いいえ 

届出不要 

はい いいえ 

いいえ はい 

新築・改築・用途変更により 

誘導施設を有する建築物となる 

土地の区画形質の変更を行う 

届出が必要※ 

（様式第 19） 

「届出の手引き」P9参照 

届出不要 

土地の区画形質の変更後に建築行為を行う場合、 

建築行為の届出（様式第 19）も必要です。 

※
仮
設
の
も
の
等
、
届
出
を
要
し
な
い
行
為
に
該
当
す
る
場
合
は
不
要
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
届
出
手
引
き
」
８
ペ
ー
ジ
参
照 

※各施設の定義 

…「届出の手引き」P6参照 

はい いいえ 

届出不要 

誘導施設に関する行為である 

「中心部地区」の誘導施設に関す

る行為である（病院を除く） 

届出が必要※ 

（様式第 18） 

「届出の手引き」P8参照 

上記誘導施設の休廃止を行う 
誘導施設に関する行為である 

いいえ はい 

届出不要 


